
－１－

令和４年３月美馬市議会定例会議事日程（第１号）

令和４年２月２１日（月）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 議案第 １号 美馬市自家用有償旅客運送条例の制定について

議案第 ２号 美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

議案第 ３号 美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例及び美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部改正について

議案第 ４号 美馬市特別職の給料の特例に関する条例の一部改正について

議案第 ５号 美馬市職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第 ６号 美馬市国民健康保険税条例の一部改正について

議案第 ７号 美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例の一部改正について

議案第 ８号 美馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

議案第 ９号 美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正について

議案第１０号 美馬市国民健康保険診療所条例の一部改正について

議案第１１号 穴吹交流宿泊施設条例及び穴吹貸別荘施設条例の一部改正に

ついて

議案第１２号 美馬市消防団条例の一部改正について

議案第１６号 令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１１号）

議案第１７号 令和４年度美馬市一般会計予算

議案第１８号 令和４年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議案第１９号 令和４年度美馬市国民健康保険特別会計予算

議案第２０号 令和４年度美馬市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２１号 令和４年度美馬市介護保険特別会計予算

議案第２２号 令和４年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計予算

議案第２３号 令和４年度美馬市小水力発電事業特別会計予算

議案第２４号 令和４年度美馬市下水道事業会計予算

議案第２５号 令和４年度美馬市水道事業会計予算

議案第２６号 令和４年度美馬市工業用水道事業会計予算

議案第２７号 令和４年度美馬市簡易水道事業会計予算

議案第２８号 令和４年度美馬市一般会計補正予算（第１号）



－２－

議案第２９号 工事請負契約の締結について

議案第３０号 市道路線の認定について

議案第３１号 美馬市テレワーク促進施設の指定管理者の指定について

日程第 ４ 議案第３２号 美馬市教育委員会委員の任命について

議案第３３号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第３４号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第３５号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第 ５ 議案第１３号 令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１０号）

議案第１４号 令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案第１５号 令和３年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第 ６ 発議第 １号 美馬市議会会議規則の一部改正について



－３－

令和４年３月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 令和４年２月２１日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 田中みさき ２番 立道 美孝 ３番 藤野 克彦

４番 都築 正文 ５番 田中 義美 ６番 中川 重文
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◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

副市長 長江 哲

企画総務部長 吉田 正孝

保険福祉部長 住友 礼子
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保険福祉部理事 藤本 卓志

企画総務部秘書人事課長 渡邊 晴樹
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代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長 大泉 勝嗣
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◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 藤村 孝志

議会事務局次長 大島 康作

議会事務局次長補佐 宮内 聡美

◎ 議事日程

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

◎ 会議録署名議員の氏名

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。

１８番 武田 保幸 議員

１番 田中みさき 議員

２番 立道 美孝 議員
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開会 午前１０時００分

◎議長（林 茂議員）

改めまして、皆様、おはようございます。

会議に入ります前にお知らせをいたします。３月議会におきましても、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止を図るため、本会議出席者はマスク等の着用を許可しておりますので、

発言台につきましてはアクリル板を設置しておりますので、マスクを外しての発言を許可

しております。また、議長席におきましても同様とさせていただきますので、ご理解をよ

ろしくお願い申し上げます。更に、密室における長時間の会議を避けるため、小休ごとに

議場からの退席をしていただき、議場への再入場の際には、消毒液で手指の消毒をしてい

ただきますよう、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に達しておりますので、これより令和

４年３月美馬市議会定例会を開会いたします。

また、藤田市長からのご挨拶につきましては、提案理由の説明の際に併せてお願いする

ことにいたします。

それでは、ただいまから本日の会議を開きます。

日程に入る前に先立ち、諸般の報告を行います。議長の諸般の報告といたしまして、主

なものについてご報告いたします。

まず、１２月２７日、第６８回徳島駅伝美馬市選手団結団式が開催され、出席をいたし

ました。

次に、１月２日、令和２年度及び令和３年度美馬市成人式が開催され、議員各位ととも

に出席をいたしました。

次に、１月２４日、令和４年１月徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合議会定例会

が徳島市で開催され、出席をいたしました。

次に、２月９日、令和４年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会が徳島市で開

催され、出席をいたしました。

次に、２月１８日、美馬西部特別養護老人ホーム組合など、つるぎ町と構成する一部事

務組合の定例会がそれぞれ招集され、副議長並びに所管の常任委員会委員長とともに出席

をいたしました。

次に、監査委員から令和３年１０月分から１２月分の例月の出納検査について報告が提

出されております。

なお、ただいま報告をいたしましたそれぞれの関係資料につきましては、事務局に保管

をしておりますので、必要に応じてごらんいただきたいと思います。

以上で諸般の報告を終わります。

これより、本日の日程に入ります。

本日の議事日程は、ご配付の日程表のとおりであります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、１８番 武田保幸君、１番 田中みさき君、２番 立道美孝君を指名いたし

ます。
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次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は２月１５日の議会運営委員会の決定のとおり、本

日から３月１４日までの２２日間といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認め、本定例会の会期は本日から３月１４日までの２２日間にすることに決

定いたしました。

なお、会期中の会議日程につきましては、ご配付のとおりいたしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

次に、日程第３、議案第１号、美馬市自家用有償旅客運送条例の制定についてから議案

第１２号、美馬市消防団条例の一部改正についてまで並びに議案第１６号、令和３年度美

馬市一般会計補正予算（第１１号）から議案第３１号、美馬市テレワーク促進施設の指定

管理者の指定についてまでの２８件を一括して議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（林 茂議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

皆さん、おはようございます。

本日令和４年３月美馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまし

てはご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃は市勢発展のためご理解、ご

協力を賜っておりますことにつきましても、厚くお礼を申し上げる次第であります。

初めに、新型コロナウイルス感染症についてであります。今年に入り、感染力が強いと

されるオミクロン株により、新型コロナウイルスの感染が全国的に拡大をし、２月３日に

は全国の感染者数が１０万人を超えました。県内でも、１日の感染者数は第５波を大きく

上回っており、本市におきましても年明けの１月８日以降、昨日までの間、１１１例の感

染が確認をされております。オミクロン株は重症化しにくいと言われておりますが、高齢

者や基礎疾患をお持ちの方が重症化をしているという事例も報告をされており、子どもや

若者を中心に、家庭内、学校などでの感染が増えております。市民の皆様には、マスクの

適切な着用や手洗い、手指消毒、うがいといった基本的な感染防止対策の徹底を改めてお

願いをいたします。

一方、新型コロナウイルス感染症対策の決め手とされるワクチン接種でありますが、市

民の皆様のご理解、医療機関の皆様のご協力により、昨年１２月末時点で、本市の全人口

の８１％に当たる２万２,４１８名の方が２回目の接種を完了しております。また、感染

予防効果や重症化予防効果を高める３回目の接種につきましても、医療従事者や高齢者施
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設に入所されている皆様に加え、先月１月３１日から、６５歳以上の高齢者の皆様方を対

象に接種を開始したところであります。市といたしましても、希望される市民の皆様が一

日も早く確実に３回目の接種をしていただけるよう、ワクチンの供給に応じ、接種時期の

前倒しを進めてまいりますので、市民の皆様には１回目、２回目のワクチンと種類が異な

るワクチンでの交互接種などを含め、早期の３回目の接種をご検討いただきますようお願

いをいたします。

なお、５歳以上１１歳以下の子どもを対象とした１回目、２回目のワクチン接種につき

ましては、３月からの開始に向け、現在県や関係医療機関と調整を進めているところでご

ざいまして、接種体制の確保に取り組んでまいります。

次に、令和４年度における市政の推進方針について申し述べます。

令和４年度は、第３次総合計画前期基本計画の折り返しの年に当たります。このため、

「美しく駆ける 活躍都市 美馬」の実現に向け、国の施策とも連動させながら、これま

での２年間取り組んできた各施策をブラッシュアップさせるとともに、新たな課題への対

応にも果敢にチャレンジをしてまいります。

まず、国のデジタル田園都市国家構想に呼応する施策であります。この構想は、地方の

豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた新たな地方の姿を示すものであり、地方が抱

える課題をデジタルの実装を通じて解決し、誰一人取り残さず、デジタル化のメリットを

享受できる暮らしの実現や、地域の活性化を目指すものであります。本市においては、市

民の皆様の利便性の向上や、人に優しいデジタル化などの基本方針を掲げた美馬市ＤＸ推

進方針を定めるとともに、デジタル地域通貨の導入など、多くの市民の皆様にデジタル化

のメリットを感じていただけるよう、全庁的に施策を推進してまいります。また、市民の

皆様には人生１００年時代を美しく健康で暮らしていただけるまちづくりにも、本格的に

着手をいたします。

本年４月にオープンを予定しております「地域共生交流施設 小星ベース」を拠点に、

美や健康に関連する様々な施策を、一体的・総合的に実施することとしており、市民の皆

様が人生１００年時代にふさわしい人生設計をしていただき、美しく健康で、生涯にわた

って活躍していただけるよう取組を進めてまいります。コロナ禍が長期化をしております

が、こうした状況だからこそ、一歩先を見据えた施策が求められております。

本市においては、デジタル化や人生１００年時代のまちづくりに加え、テレワーク促進

施設の活用、うだつの町並みの古民家を活用した観光活性化、農家民泊の推進、また、コ

ロナ禍の影響を受けた農家に次期作への意欲を継続してもらう施策など、コロナ収束後に

おいても地域が成長し続けられるよう、きめ細かく、そしてスピード感を持って取り組ん

でまいります。

さて、本定例会には令和４年度美馬市一般会計予算などの議案を提案させていただいて

おりますが、提案理由を説明させていただく前に、当面する市政の課題と主要施策につい

てご報告を申し上げ、議員各位を始め、市民の皆様にご理解とご協力を賜りたいと存じま

す。

１点目は、「未来へつなげる！ 市民の誰もが思いを実現し、健康で活躍できるまちづ
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くり」であります。

まず、「人生１００年時代」美と健康のまちづくりプロジェクトについてであります。

人生１００年時代の到来が言われる中、一般財団法人日本総合研究所と連携をし、高齢

化社会工学と訳されるジェロントロジーの講演会や、ワークショップを開催するほか、美

容や健康に関する各種事業に取り組みます。

また、ヴォルティスコンディショニングプログラムについては、コロナ禍で外出機会が

減少する中で、健康二次被害の予防効果も期待でき、感染対策を徹底しながら継続をいた

します。

令和４年度には、会場を「地域共生交流施設 小星ベース」に移しますので、口コミで

健康情報を伝える伝道師である「健幸アンバサダー」の養成講座など、各種取組のご参加

と併せ、多くの市民の皆様に施設のご利用をお願いいたします。

また、成年後見制度などを活用し、住み慣れた地域での生活を支援する権利擁護基幹セ

ンターを４月から本格稼働させるほか、令和５年９月の運営開始に向け、学校給食センタ

ーの建設に着手をいたします。学校給食センターの整備と運営については、県内初となる

ＤＢＯ事業方式により、１月１３日にハーベストネクスト株式会社を代表とするグループ

企業を事業者として選定をしたところでございまして、１月２８日に仮契約を締結し、本

定例会に、工事請負契約に関する議案を提出しております。

２点目は、「元気な美馬！ 賑わいがあり『ひと』と『しごと』が好循環するまちづく

り」であります。

「地域共生交流施設 小星ベース」では、先程の美や健康に関する取組のほか、昨年１

１月に協定を締結した株式会社マイナビとの連携により、リーダー農業経営者育成講座を

開催することとしております。これは、地域でリーダーとなる担い手農業者を育成するた

めの講座でありますが、移住交流促進拠点の敷地内には、ＩｏＴを活用した次世代水耕栽

培施設を整備することとしておりまして、農業とワーケーションを組み合わせたアグリワ

ーケーションの拠点としても活用してまいります。

一方、地域交流センターミライズ内に整備中のテレワーク促進施設についても、４月に

オープンを予定しておりまして、施設の利用者が、旅行や観光、体験などのコンテンツを、

仕事とコラボレーションし、豊かな時間を過ごすことをイメージをいたしまして、愛称を

アンドワークと決定したところであります。

なお、内閣府が１月に実施をした地方創生テレワークアワード審査会におきまして、本

市にサテライトオフィスを進出しているＧ＆Ｃコンサルティング株式会社の取組が高く評

価をされ、同社が地方創生担当大臣賞を受賞するとともに、本市が連携パートナー自治体

として表彰をされました。今後も都市部企業との連携により、サテライトオフィスの更な

る誘致とテレワークの促進に取り組み、「ひと」と「しごと」の好循環を通じて、地域活

性化につなげてまいります。

ロケツーリズムによる観光プロモーションプロジェクト推進事業については、企業版ふ

るさと納税などの寄附を活用することとしておりますが、１月末日までに企業１１社から、

４,７００万円の寄附の申出をいただいております。
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ドラマ制作については、令和４年内の市内でのロケのクランクインに向け、映像制作側

との協議を進めており、ドラマに関連したツアーの造成や、コラボ商品の開発に着手をし

てまいります。

３点目は、「未来の暮らしを守る！ 安全・安心、快適な環境で便利に生活できるまち

づくり」であります。

木屋平地区の担い手を確保するための事業協同組合である木屋平スプラウト協同組合に

ついては、４月からの事業開始に向け準備を進めており、市といたしましても木屋平地区

の活性化につながるよう、引き続き支援をしてまいります。

また、木屋平代替バス事業終了による新たな自家用有償旅客運送事業については、利用

者に親しんでいただけるよう、バスの愛称を、木屋平ラクバスと決定をいたしました。こ

の木屋平ラクバスの運行日は、祝祭日を除く月・水・金曜日とし、自宅と木屋平複合施設

の往復便、自宅と穴吹・脇町方面の往復便を運行ルートとしております。また、木屋平地

区にお住まいの方の利用料金につきましては、片道１回につき５００円とするなど、美馬

ふれあいバスと同額の料金設定としておりまして、利用者の会員募集を開始をしておりま

す。４月からの本格的な運行開始に向け、安全・安心・快適にご利用いただけるよう、準

備を進めてまいります。

次に、吉野川環境整備組合が進めております汚泥再生処理施設整備事業についてであり

ます。

この事業については、設計・施工・維持・管理運営を一括発注するＤＢＯ事業方式で実

施する方針であり、昨年末に学識経験者を交えた審査委員会を立ち上げ、整備運営事業者

の選定に向けた準備を進めているところであります。

今後のスケジュールといたしましては、５月下旬に入札公告を行い、令和４年度中に整

備運営事業者を決定した上で、令和５年度から本格的な施設整備に取り組んでまいりたい

と考えております。このため、新年度の当初予算に令和５年度から令和２６年度までを期

間とする債務負担行為を設定させていただいておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

４点目は、「好きです美馬！ 市民が地域に愛着と誇りを持てるまちづくり」でありま

す。

国指定史跡郡里廃寺跡の整備については、本年度に策定をする基本整備計画に基づき、

令和４年度から令和５年度にかけて、事業に係る設計業務に着手をいたします。郡里廃寺

跡の歴史や文化を生かし継承するとともに、地域における交流の場となるよう、史跡公園

の整備を推進してまいります。

それでは、上程をいただきました議案の概要についてご説明をさせていただきます。

初めに、議案第１６号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１１号）であります。

この案件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,７７０万円を追加し、補正後

の歳入歳出予算の総額を２１４億１,２１０万円とするものであります。

この補正予算は、国の令和３年度補正予算に計上された交付金などを活用し、学校や子

育て支援施設などの感染防止対策及びＩＣＴ教育環境の整備などに係る経費を計上してお
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ります。また、所得制限によって臨時特別給付金の対象とならなかった子育て世帯に、市

独自で１０万円を給付するために必要な経費を計上しております。

次に、議案第１７号、令和４年度美馬市一般会計予算であります。

令和４年度の一般会計予算規模は１９２億９,３００万円で、前年度と比較をして４,３

００万円、率にして０.２％の増加となっております。これは、うだつアリーナ大規模改

修事業などが終了したものの、学校給食センター整備事業が本格化することなどによるも

のであります。

それでは、歳出予算の主なものについてご説明を申し上げます。

総務費につきましては、地域情報ネットワークシステム更新事業及び旧脇町庁舎解体・

撤去事業に係る経費の増加などにより、前年度比６.４％増の２５億８,４４８万５,００

０円を計上しております。

民生費につきましては、生活保護費給付事業費及び児童手当給付事業費の減少などによ

り、前年度比１.６％減の６６億１,２７３万２,０００円を計上しております。

衛生費につきましては、新型コロナワクチン接種事業に係る経費を計上する一方で、吉

野川環境整備組合の汚泥再生処理施設整備事業に係る負担金が減少したことなどにより、

前年度比１.７％減の１４億８,８６９万８,０００円を計上しております。

農林水産業費につきましては、口山基幹集落センター解体事業が終了したことなどによ

り、前年度比１.５％減の１０億８,０６５万２,０００円を計上しております。

商工費につきましては、うだつの町並み古民家改修事業に係る経費の増加などにより、

前年度比４２.１％増の３億８,４７１万６,０００円を計上しております。

土木費につきましては、地方創生道整備推進交付金事業に係る経費の減少などによりま

して、前年度比１４.５％減の１３億２８４万円を計上しております。

消防費につきましては、消防ポンプ自動車購入事業の終了などにより、前年度比１１.

２％減の７億６,０４７万３,０００円を計上しております。

教育費につきましては、うだつアリーナ大規模改修事業が終了したものの、学校給食セ

ンター整備事業が本格化をしたことなどにより、前年度比２１.９％増の１８億７,２７５

万９,０００円を計上しております。

公債費につきましては、地域情報基盤整備事業債の償還が終了したことなどにより、前

年度比３.６％減の２８億８,２１１万８,０００円を計上しております。

続きまして、特別会計及び企業会計の令和４年度予算についてご説明を申し上げます。

最初に、特別会計につきましては、議案第１８号、令和４年度美馬市住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算から、議案第２３号、令和４年度美馬市小水力発電事業特別会計予算

までの６会計であります。これら６つの特別会計の予算規模は７７億４,５５０万６,００

０円でありまして、前年度と比較しますと８１８万９,０００円、率にして０.１％の増加

となっております。

次に、企業会計につきましては、議案第２４号、令和４年度美馬市下水道事業会計予算

から、議案第２７号、令和４年度美馬市簡易水道事業会計予算までの４会計であります。

これら４つの企業会計の予算総額は１８億４,８８１万４,０００円でありまして、前年度
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と比較しますと８７１万２,０００円、率にして０.５％の減少となっております。

次に、議案第２８号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第１号）であります。

この案件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億４,４００万円を追加をし、

補正後の歳入歳出予算の総額を１９６億３,７００万円とするものであります。この補正

予算は、国の令和３年度補正予算に計上されたデジタル田園都市国家構想推進交付金を活

用し、デジタル地域通貨システムや、スマート申請・窓口システムを導入するなど、市民

の利便性の向上につながるデジタル化を推進するとともに、地方創生臨時交付金を活用し、

教育旅行の受入れ再開に向けた支援に取り組むなど、ポストコロナを見据えた事業を推進

いたします。

次に、議案第１号、美馬市自家用有償旅客運送条例の制定につきましては、木屋平地区

における日常生活に必要な移動手段を確保するため、デマンド方式による自家用有償旅客

運送を実施するため、条例を制定するものであります。

次に、議案第２号、美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、

非常勤職員の育児休業や介護休暇などの取得要件を緩和することなど、所要の改正を行う

ものであります。

次に、議案第３号、美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び

美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正、及び議案第

５号、美馬市職員の給与に関する条例の一部改正の２件につきましては、市議会議員、特

別職や職員の期末手当の支給率を引き下げることなどについて、所要の改正を行うもので

あります。

次に、議案第４号、美馬市特別職の給料の特例に関する条例の一部改正につきましては、

特別職の給料月額を減額することについて、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第６号、美馬市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、国民健康保

険税の税額算定における資産割を段階的に廃止することに伴い、令和４年度の保険税の税

率の見直しを行うことなどについて、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第７号、美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例の一部改正につきましては、

本施設の名称を美馬市美馬リバーサイドパークに変更することなどについて、所要の改正

を行うものであります。

次に、議案第８号、美馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正につきましては、厚生労働省令等の一部改正に伴い、諸記録の作成、保存等に

ついて、原則として電磁的な対応を認めることとするなど、所要の改正を行うものであり

ます。

次に、議案第９号、美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正につきましては、内閣府令等の一部改正に伴い、保育所の事

業者が作成、保存などを行うもので、書面などによることが規定されているものなどにつ

いて、電磁式方法による対応も可能とすることについて、所要の改正を行うものでありま

す。

次に、議案第１０号、美馬市国民健康保険診療所条例の一部改正につきましては、古宮
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巡回診療所を廃止し、口山診療所を巡回診療所に変更し、木屋平診療所と一体的に運営す

るため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第１１号、穴吹交流宿泊施設条例及び穴吹貸別荘施設条例の一部改正につき

ましては、夏場における穴吹川周辺の駐車場を確保するため、ブルーヴィラあなぶき敷地

内の駐車場を有料とすることなどについて、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第１２号、美馬市消防団条例の一部改正につきましては、消防団員報酬、費

用弁償を引き上げることについて、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第２９号、工事請負契約の締結につきましては、地方自治法第９６条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

に基づき、議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、美馬市学校給食センター整備・運営事業（施設整備業務）であります。

契約の金額は１４億４,２６５万円、契約の相手先は、西松建設・内藤建築事務所・中西

製作所共同企業体で、代表者は西松建設株式会社四国支店支店長、田中顕二氏、株式会社

内藤建築事務所代表取締役、川本雄三氏、株式会社中西製作所徳島営業所所長、楠原昌尚

氏でございます。契約の方法は、公募型プロポーザル方式による随意契約であります。

次に、議案第３０号、市道路線の認定につきましては、市道脇町６１１号線における市

道路線の認定について、道路法第８条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

次に、議案第３１号、美馬市テレワーク促進施設の指定管理者の指定につきましては、

令和４年４月１日から美馬市テレワーク促進施設の指定管理者の指定をすることについて、

地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものであります。

本定例会には、ただいまご説明を申し上げましたものを含めまして、条例案件が１２件、

予算案件が１６件、人事案件が４件、その他案件が３件の合計３５件を提案させていただ

いております。このうち、人事案件４件に加えまして、議案第１３号から議案第１５号ま

での令和３年度の各会計補正予算３件を合わせました７件につきましては、本日先議をお

願いしたいと存じます。

これらの議案につきましては、後程ご説明させていただきますので、よろしくお取り計

らいをお願いいたします。

ご審議を賜り、原案のとおりご可決くださいますようお願いを申し上げまして、私から

のご挨拶及び提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（林 茂議員）

以上で、提案理由の説明が終わりました。

次に、日程第４、議案第３２号、美馬市教育委員会委員の任命についてから議案第３５

号、人権擁護委員候補者の推薦についてまでの４件を一括して議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（林 茂議員）

藤田市長。
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［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

ただいま上程をいただきました議案第３２号、美馬市教育委員会委員の任命についてか

ら、議案第３５号、人権擁護委員候補者の推薦についてまでの人事案件４件について、ご

説明をさせていただきます。

議案書３５ページをお開きください。

初めに、議案第３２号、美馬市教育委員会委員の任命についてであります。

この案件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によりまし

て、議会の同意を求めるものであります。

任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美馬町字小長谷１１６番

地、氏名は近藤陽子氏でありまして、生年月日は昭和２３年１１月１７日でございます。

任期につきましては、本年５月２４日から令和８年５月２３日までの４年間であります。

近藤氏につきましては、令和元年５月２４日から本市の教育委員会委員を務められてお

り、その人格は衆目の認めるところでありますことから、再度の任命につきましてご同意

をお願いするものであります。

議案書３６ページをお開きください。

次に、議案第３３号から議案第３５号までの３議案は、人権擁護委員の候補者の推薦に

ついて、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして、議会の意見を求めるものであ

ります。

初めに、議案第３３号についてであります。

推薦をお願いする者は、住所は美馬市木屋平字南張６０５番地、氏名は大西和賀氏であ

りまして、生年月日は昭和２９年１月１４日であります。

大西氏は、現在人権擁護委員に委嘱をされておりまして、その任期は本年６月３０日を

もって満了いたします。人権擁護委員として適任であると認められますことから、再度推

薦することについてご同意をお願いするものであります。

議案書３７ページをお開きください。

次に、議案第３４号についてであります。推薦をお願いする者は、住所は美馬市穴吹町

口山字宮内３３８番地、氏名は緒方義和氏でありまして、生年月日は昭和３０年４月１１

日でございます。

緒方氏は、現在人権擁護委員に委嘱されておりまして、その任期は本年６月３０日をも

って満了いたします。人権擁護委員として適任であると認められますことから、再度推薦

をすることについてご同意をお願いするものであります。

議案書３８ページをお開きください。

次に、議案第３５号についてであります。推薦をお願いする者は、住所は美馬市美馬町

字願勝寺８８番地２、氏名は藤本政義氏でありまして、生年月日は昭和３４年１２月１４

日でございます。

現職の委員でございます小笠京子氏が本年６月３０日をもって任期満了となります。そ

の後任といたしまして、藤本氏を推薦するものであります。
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藤本氏は、長年にわたる教職員の経験を基に広く社会事情に通じておられ、人格、識見

ともに高く、人権擁護委員候補者として適任であると認められますことから、推薦するこ

とについてご同意をお願いするものであります。

以上、４件の人事案件につきまして、原案のとおりご同意を賜りますようお願いを申し

上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（林 茂議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案は人事案件でありますので、成

規の手続を省略し、直ちに採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３２号から議案第３５号までは、成規の手続を省

略し、直ちに採決をすることに決しました。

まず初めに、議案第３２号、美馬市教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３２号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第３３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３３号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第３４号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３４号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第３５号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３５号は原案のとおり同意することに決しました。

ここで１０分程小休いたします。

小休 午前１０時４５分

再開 午前１０時５５分

◎議長（林 茂議員）
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小休前に引き続き、会議を再開いたします。

先程、美馬市教育委員会委員の任命についての議案で同意されました近藤陽子さんより

挨拶の申出がありますので、これを許可いたします。

近藤さん、どうぞ。

［教育委員 近藤陽子君 登壇］

◎教育委員（近藤陽子君）

失礼いたします。

ただいまご紹介いただきました、近藤陽子でございます。市議会議員の皆様方には、こ

のたびの美馬市教育委員会委員の任命につきましてご同意をいただき、誠にありがとうご

ざいます。私、微力ではございますが、美馬市教育の発展のために、誠意を込めて尽力し

てまいる所存でございます。今後とも皆様方のご指導、ご助言を賜り、お願い申し上げま

して、ご挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎議長（林 茂議員）

ありがとうございました。

ここで、ご挨拶をいただきました近藤さんには退席を願いたいと思います。大変ご苦労

さまでございました。

（近藤教育委員 退席）

◎議長（林 茂議員）

次に、日程第５、議案第１３号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１０号）から

議案第１５号、令和３年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第１号）までの

３件を一括して議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（林 茂議員）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、本日先議をお願いいたします各補正予算案につきまして、ご説明を申し上げ

ます。

まず、議案第１３号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１０号）でございます。

３月定例会提出議案の４７ページをお願いいたします。

令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１０号）につきましては、第１条のとおり、歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億７,０００万円を減額し、補正後の歳入歳出

予算の総額を２１３億７,４４０万円とするものでございます。

第２条は繰越明許費の補正、第３条は地方債の補正となっております。

それでは、５３ページをお願いいたします。

第２表繰越明許費補正でございますが、ハザードマップ作成事業など１１事業を追加さ
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せていただいております。

次に、５５ページ、第３表地方債補正でございますが、新型コロナウイルス感染症の影

響による市税の減収に対応するため、減収補てん債を追加しており、５６ページでは市債

を充当いたします各事業の実績見込みにより限度額を変更するとともに、臨時財政対策債

につきましては発行可能額に対応し、限度額を減額しております。

それでは、今回の補正予算の主な内容につきまして、ご説明を申し上げます。

今回の補正予算では、事業の実績見込みによる減額や、財源更正を行っている費目がほ

とんどでございますので、増額補正を行った予算を中心にご説明申し上げます。

まず、歳出補正予算からご説明申し上げます。６３ページをお願いいたします。

一般管理費でございますが、職員退職組合特別負担金といたしまして、本年度末をもっ

て退職する職員の確定に伴い、退職手当組合に対する負担金の不足額２,１１７万１,００

０円を追加するものでございます。

次に、６５ページをお願いいたします。

中段の社会福祉総務費では、国民健康保険の基盤安定に係る国・県の負担金の決定を受

け、保険基盤安定繰出金を追加するなど、特別会計に対する繰出金１,３０６万７,０００

円を追加計上しております。

続いて、７０ページをお願いいたします。

まちづくり基金費には、各種指定寄附金を令和４年度の事業の財源とするため、まちづ

くり基金に積み立てるものでございまして、１０６万６,０００円を計上しております。

歳出補正予算につきましては、以上でございます。

次に、歳入補正予算につきましてご説明申し上げます。

前にお戻りいただきまして、５９ページをお願いいたします。

上段の地方交付税のうち、普通交付税につきましては国からの交付決定を受け、未計上

分であります８億４,５２７万８,０００円を予算化したものでございます。また、下段の

総務費国庫補助金のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきまし

ては、国庫補助事業の地方負担分に対応する配分額として、４,６９１万５,０００円を計

上しております。

６１ページ中段をお願いいたします。

下段の繰越金につきましても、令和２年度からの純剰余繰越金のうち、未計上分２億５,

７７７万９,０００円を計上しており、普通交付税の未計上分、また歳出における不用額

の減額分などと合わせ、繰入金を９億３,９０４万７,０００円減額し、基金への積戻しを

行っております。

次の雑入のうち、公益財団法人徳島県市町村振興協会の市町村交付金８１４万１,００

０円につきましては、市立図書館の指定管理料に充当するものであり、美馬環境整備組合

返還金の２５３万７,０００円につきましては、可燃ごみの収集運搬業務の民間委託によ

り、収集車両を売却することに伴う同組合からの返還金でございます。

６２ページの市債につきましては、説明欄記載のとおりでございます。

このうち、減収補てん債につきましては２５０万円を計上しておりまして、臨時財政対
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策債につきましては２億３,６１０万円の減となっております。

議案第１３号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１０号）の説明は以上でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎保険福祉部長（住友礼子君）

議長、保険福祉部長。

◎議長（林 茂議員）

住友保険福祉部長。

［保険福祉部長 住友礼子君 登壇］

◎保険福祉部長（住友礼子君）

続きまして、私からは議案第１４号についてご説明させていただきます。

７７ページをお願いいたします。

議案第１４号、令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）でございま

す。今回の補正予算につきましては、第１条にありますとおり、事業勘定におきまして、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ６０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ３３億９,０７３万７,０００円とするものでございます。

補正の内容でございますが、まず歳出からご説明させていただきます。

８４ページをお願いいたします。

上段の６款国民健康保険事業費納付金、１目一般被保険者医療給付費納付金につきまし

ては財源更正でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減収分に対

して、国から災害等臨時特例補助金５７万１,０００円が交付されることから、一般財源

との調整を行うものでございます。

次の３５款諸支出金の１目一般被保険者保険税還付金、補正額６０万円につきましては、

遡って資格喪失した場合などに還付する過年度分の税の還付金が増加したため、追加補正

をするものでございます。

次に、１ページ戻っていただきまして、８３ページをお願いいたします。

歳入でございます。１款国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税１,３０６

万７,０００円の減額につきましては、低所得の保険税軽減世帯の増加に伴う減額でござ

いまして、この減収分につきましては、一般会計に国等から保険基盤安定及び財政安定化

支援事業分として補塡されますので、最下段、４５款繰入金、１目一般会計繰入金に同額

を計上し、繰り入れるものでございます。

次に中段、１０款国庫支出金、補正額５７万１,０００円につきましては、歳出のご説

明でも申しましたように、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減収分に対して、

国から災害等臨時特例補助金が交付されますので、これに伴う補正でございます。また、

次の３５款繰越金２万９,０００円につきましては、先程の歳出の財源に充てるものでご

ざいます。

以上で議案第１４号、令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説

明を終わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎経済部長（藤田伸次君）
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議長、経済部長。

◎議長（林 茂議員）

藤田経済部長。

［経済部長 藤田伸次君 登壇］

◎経済部長（藤田伸次君）

私からは、議案第１５号につきましてご説明申し上げます。

８７ページをお願いいたします。

一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第１号）の補正額は、第１条、歳入歳出予算の

補正のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２２万９,０００円を減額し、

補正後の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３３８万９,０００円とするものでご

ざいます。

それでは、補正予算の内容についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、一の森ヒュッテ事業の実績見込みによりまして、予算の減額を行う

ものでございます。

９３ページをお願いいたします。

まず、歳入予算についてでございますが、利用収益２２万３,０００円、繰入金１５３

万６,０００円をそれぞれ減額し、繰越金を５３万円増額するものでございます。

次に歳出補正予算でございますが、恐れ入りますが９４ページをお願いいたします。

施設経営費でございますが、需用費を７９万２,０００円、役務費を１９万２,０００円、

委託料を２４万５,０００円それぞれ減額するものでございまして、詳細は説明欄記載の

とおりでございます。

以上で議案第１５号、令和３年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第１

号）の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎議長（林 茂議員）

以上で提案理由の説明は終わりました。

ただいま議題となっております議案第１３号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第

１０号）から議案第１５号、令和３年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第

１号）までの３件については、先程の提案説明にあったように先議いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１３号から議案第１５号までの３件については、

先議とすることに決しました。

これより質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１３号から議案第１５号まで

の３件については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思い



－１９－

ます。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１３号から議案第１５号までの３件については、

委員会付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これをもって討論を終結いたします。

これより採決をいたします。

まず初めに、議案第１３号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１０号）を採決い

たします。

お諮りいたします。議案第１３号について、原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１４号、令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）及び

議案第１５号、令和３年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第１号）につい

てを一括して採決いたします。

お諮りいたします。議案第１４号及び議案第１５号については、原案のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１４号及び議案第１５号については、原案のとお

り可決されました。

次に、日程第６、発議第１号、美馬市議会会議規則の一部改正についてを議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。

◎５番（田中義美議員）

議長、５番。

◎議長（林 茂議員）

議会運営委員長、田中義美君。

［５番 田中義美議員 登壇］

◎５番（田中義美議員）

議長のご指名がございましたので、ただいま上程いただきました発議第１号、美馬市議

会会議規則の一部改正について、本文の朗読を省略し、提案理由の説明をさせていただき

ます。

本発議は、地方自治法第１０９条第６項及び美馬市議会会議規則第１４条第２項の規定
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により、議会運営委員会発議として提出するものです。現在、美馬市議会では地方自治法

第１００条第１２項及び美馬市議会会議規則第１６６条第１項の規定により、議案の審査

又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場、すなわち協議等の場として、別表

において議員全員協議会、会派代表者会議、議会のあり方検討協議会が設けられておりま

すが、大規模災害等の発生時において、議会として迅速かつ的確な対応ができるよう協議

するために設置する災害対応連絡会議、並びに四役会議及び議員全体会議を、新たに地方

自治法第１００条第１２項の規定に基づく協議等の場とするため、別表を改めるものでご

ざいます。

詳細につきましては、議案書をごらんいただきたいと思います。

以上で、発議第１号について、提案理由の説明を終わります。

ご審議をいただき、議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎議長（林 茂議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

お諮りいたします。ただいまの発議第１号の趣旨は、簡明であります。よって、成規の

手続を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、成規の手続を省略し、直ちに採決することに決しました。

発議第１号、美馬市議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。

次に、休会についてお諮りいたします。

会期中の会議日程については、ご配付のとおりでありますが、明日２月２２日から３月

１日までの８日間は、議案精査及び市の休日のため休会いたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、明日２月２２日から３月１日までの８日間は休会とする

ことに決しました。

以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

なお、次会は３月２日午前１０時から再開し、代表質問及び一般質問を行います。

本日はこれをもって散会いたします。

散会 午前１１時１５分
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。

令和４年２月２１日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長
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